
 

 

 

 

 

 

 

第 ３ ８ 号 議 案  

 

 

訴 え の 提 起 に つ い て  

 

 

上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  
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提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

  



 

 

 

訴 え の 提 起 に つ い て  

 

下 記 の と お り 建 物 明 渡 し 等 の 請 求 に 関 す る 訴 え を 提 起 す る 。  

 

記  

 

１  訴 訟 当 事 者  

  原 告  東 京 都 新 宿 区 歌 舞 伎 町 一 丁 目 4 番 1 号  

新 宿 区  

  被 告  東 京 都 新 宿 区 （ 記 載 削 除 ）  

 （ 記 載 削 除 ）  

２  事 件 及 び 訴 え の 要 旨  

⑴  新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） は 、 平 成 9 年 9 月 1 日 、 被 告

に 対 し て 、区 が 新 宿 区 立 区 民 住 宅 条 例（ 平 成 4 年 新 宿 区 条 例 第

5 7 号 ）に 基 づ き 設 置 し 、及 び 管 理 し て い た 東 京 都 新 宿 区（ 記 載

削 除 ）に 位 置 す る（ 記 載 削 除 ）区 民 住 宅（ 記 載 削 除 ）（ 以 下「 本

件 建 物 」 と い う 。 ） の 使 用 を 許 可 し 、 被 告 は 、 同 月 9 日 に 本 件

建 物 に 入 居 し 、そ の 占 有 を 開 始 し た 。（ 記 載 削 除 ）区 民 住 宅 が 、平

成 2 9 年 2 月 1 日 に 区 民 住 宅 と し て の 用 途 を 廃 止 し 、 新 宿 区 立

住 宅 管 理 条 例（ 平 成 9 年 新 宿 区 条 例 第 2 5 号 。以 下「 条 例 」と い

う 。）に 基 づ き（ 記 載 削 除 ）特 定 住 宅 に 移 行 し た 後 も 、被 告 は 、引

き 続 き 本 件 建 物 を 占 有 し て い る 。  

⑵  被 告 は 、 平 成 1 3 年 9 月 か ら 、 本 件 建 物 の 使 用 料 及 び 共 益 費

（ 以 下「 使 用 料 等 」と い う 。）の 滞 納 を 繰 り 返 す よ う に な り 、当

時 か ら 区 は 度 重 な る 督 促 及 び 催 告 並 び に 納 付 交 渉 を 行 い 、 分 割

納 付 に よ る 支 払 を 認 め て き た 。 し か し 、 令 和 6 年 3 月 か ら 、 平

成 2 6 年 2 月 分 及 び 3 月 分 並 び に 令 和 6 年 3 月 以 降 の 使 用 料 等

を 一 切 納 付 し な く な り 、 滞 納 が 累 積 し て い っ た 。  

⑶  そ の た め 、区 は 、同 年 9 月 2 7 日 に 法 律 事 務 所 へ 債 権 の 回 収 を

委 託 し 、 同 年 1 0 月 2 1 日 に 法 律 事 務 所 か ら 被 告 宛 て で 督 促 状 を

送 付 し た と こ ろ 、 被 告 か ら 法 律 事 務 所 宛 て で 一 度 連 絡 が あ っ た

も の の 、 そ の 後 音 信 不 通 と な っ た 。  

⑷  同 年 1 2 月 1 3 日 に 法 律 事 務 所 か ら 被 告 宛 て で 督 促 状 （ 最 後 通



 

牒 ） を 送 付 し た が 、 そ の 期 日 ま で に 納 付 及 び 連 絡 は な か っ た 。  

⑸  し た が っ て 、 区 は 、 条 例 第 3 7 条 第 1 項 第 1 1 号 の 規 定 に 基 づ

き 、 令 和 7 年 1 月 6 日 を も っ て 本 件 建 物 の 使 用 許 可 を 取 り 消

し 、 同 月 3 1 日 を 期 限 と す る 本 件 建 物 の 明 渡 し を 請 求 し た 。  

⑹  し か し 、 被 告 は 本 件 建 物 の 明 渡 し を 行 わ ず 、 ま た 、 当 該 使 用

料 等 滞 納 分 の 納 付 も 行 わ な い ま ま 今 日 に 至 っ て い る 。  

⑺  よ っ て 、 区 は 、 被 告 に 対 し 、 本 件 建 物 の 明 渡 し 並 び に 使 用 料

等 の 滞 納 分 、 計 1 7 2 万 4 , 9 0 0 円 及 び 条 例 第 3 8 条 第 4 項 の 規 定

に 基 づ く 使 用 許 可 取 消 日 の 翌 日 か ら 本 件 建 物 の 明 渡 し を 行 う 日

ま で の 期 間 に つ い て 、 毎 月 、 使 用 料 限 度 額 の 2 倍 の 金 銭 の 支 払

並 び に 仮 執 行 の 宣 言 を 求 め る 訴 え を 提 起 す る 。  

３  訴 訟 遂 行 の 方 針  

  本 件 訴 訟 に お い て 必 要 が あ る 場 合 は 、 和 解 及 び 上 訴 を す る こ と

が で き る も の と す る 。  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

 特 定 住 宅 に 係 る 建 物 明 渡 し 等 の 請 求 に 関 し 、 訴 え を 提 起 す る 必 要

が あ る た め  


